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文字の見方

相　談 日　時 問合せ先

弁護士による
京都市民法律相談

毎週水曜日
（閉庁日を除く）
13:15～15:15

区まちづくり推進担当
（☎592-3088）

※予約（問合せ先に電話または来所）
　相談日の週の月・火曜日8:30～17:00
　相談日当日8:30～14:45　※定員12名（先着順）

無料行政相談 ８月８日（木）
13:30～16:00

区まちづくり推進担当
（☎592-3088）

司法書士による無料
登記・法律相談

８月13日（火）
13:30～15:30

京都司法書士会
（☎241-2666）

行政書士の市民
困りごと無料相談

８月20日（火）
13:30～16:00

京都府行政書士会
第６支部事務局

（☎692-2500）

※�いずれも区役所第２会議室で実施

●　保険・年金・介護　●
■国民健康保険からのお知らせ
●新しい高齢受給者証をお送りします。
　京都市国保に加入の70～74歳の方のお手元
の高齢受給者証は、８月以降使用できなくなりま
す。7月中に新しい高齢受給者証を郵送します。
●高齢受給者証の負担割合が３割の方へ
　平成30年中の収入が一定以下の場合、負担割
合が２割となる場合があります。対象となる方は、
申請書を同封していますので、要件等を確認のう
え、申請してください。申請が認定された場合、申
請した翌月から適用されます。
問区保険年金課�資格担当（☎592-3105）
■国民年金からのお知らせ
● 障害基礎年金の所得状況等の取扱いが変更さ

れます。
　国民年金の障害基礎年金（年金証書のコードが
「2650」又は「6350」の場合）を受給されている方
へお送りしております『所得状況届』等が原則廃止
され、提出が不要となります。また、障害状態確認届
（診断書）の提出期限が誕生日月の末日に変更さ
れます。
問区保険年金課�保険給付・年金担当
（☎592-3109）
■後期高齢者医療制度からのお知らせ
●後期高齢者医療保険料の通知書をお送りします。
　7月中旬に平成31年度の後期高齢者医療保険
料の金額と7月以降の保険料の納付方法をお知ら
せします。
問区保険年金課�資格担当（☎592-3105）
●新しい後期高齢者医療限度額適用・標準負担額

減額認定証をお送りします。
　現在、お手元の後期高齢者医療限度額適用・標
準負担額減額認定証（以下、「減額認定証」という。）
は、8月以降使用できなくなります。8月以降も保
険証の負担割合が「１割」で世帯全員が住民税非
課税の方を対象に、7月中に新しい減額認定証を
郵送します。なお、世帯に所得不明者がいる場合
等には、交付申請を行っていただく必要がありま
す。7月中に新しい減額認定証が届かない場合は、
ご相談ください。
問区保険年金課�保険給付・年金担当（☎592-3109）
■ 平成３１年度（令和元年度）介護保険料通知書送
付のお知らせ
　平成３１年度介護保険料について、確定額の通
知書を７月下旬までに送付させていただきます。
　今回の通知書は、平成３１年度の市民税情報（平

成３０年中の所得）が決定されたことにより平成３１
年度の保険料の確定額をお知らせするものです。
　保険料の徴収につきましては、京都市にお住ま
いの方で、年額１８万円以上の老齢・退職・障害・遺
族年金を受給しておられる方は、年金からの引落
しになります。特別徴収に該当しない方につきま
しては、通知書に同封されている納付書によって
お納めください。
問区健康長寿推進課�高齢介護保険担当
（☎592-3290）

●　福　祉　●
■ 福祉医療費受給者証（子ども医療を除く）の更新の
ご案内
　前年の所得等をもとに８月からの受給資格の判
定を行い、受給資格のある方については７月末に
新しい受給者証を、資格喪失の方については資格
喪失通知書を送付します。（判定に所得証明等の
書類の提出が必要な場合があります。ひとり親家
庭等医療については更新申請書（現況届）の提出
が必要です。）

今回資格喪失となった方
　更新の際に所得超過等の理由により資格喪
失となった方でも、所得の修正や世帯構成に変
更があった場合、対象となることがありますの
で、その場合は再度申請してください。

これまでに所得超過等により資格喪失となった方
　前年の所得により判定を行うため、前回、所
得超過により資格喪失となった方でも対象とな
ることがありますので、その場合は８月に申請し
てください。（重度障害老人健康管理費につい
ては、７月中に申請してください。）

問・申※内容によって問い合わせ先が異なります
ので、ご注意ください。

ひとり親家庭等医療
区子どもはぐくみ室 子育て推進
担当（☎592-3247）

重度心身障害者医療 区障害保健福祉課（☎592-3479）

老人医療
区健康長寿推進課 高齢介護保険
担当（☎592-3290）

重度障害老人健康管理費
区保険年金課 保険給付・年金担当

（☎592-3109）

v ●　健康・長寿　●
■“お口の健康”忘れないでね！
成人・妊婦歯科相談

　むし歯や歯周病…一度、お口の健康をチェックし
てみませんか？また、お口のことで困ったことがあ
ればご相談ください！
対 18歳以上の方、妊産婦の方　※予約不要
時 7月26日（金）
受付時間　９：００～１０：３０

受付区役所１階健康長寿推進課
費無料
問区健康長寿推進課�健康長寿推進担当
（☎592-3222）
■禁煙相談
　禁煙を始めてみませんか？禁煙について、ご相
談ください！
対肺がん検診受診者のうち喫煙者※予約不要
時毎月第２金曜日　９：００～１０：３０
（肺がん検診と同時開催）
受付区役所１階X線撮影室前
費無料
問区健康長寿推進課�健康長寿推進担当
（☎592-3222）
■献血のお知らせ（鏡山・陵ケ岡献血会）
時８月９日（金）
10：00～11：30　12：30～16：00

場花山中学校
問区健康長寿推進課�地域支援担当（☎592-3214）

山科図書館（☎581-0503）
クールスポット事業（７月～９月）
　夏は涼しく過ごすことのできる図書館にぜひお
越しください！
■おたのしみ会
時 7月20日（土）、8月17日（土）
両日とも11:00～
絵本の読み聞かせ他
■赤ちゃんの会―トコトコくらぶ―
時 7月22日（月）、8月19日（月）
両日とも11:00～
絵本の読み聞かせや手あそび他
■外国語で遊ぼう！
時 7月27日（土）14:30～
外国語の歌や絵本の読み聞かせ他
■赤ちゃんの会―だっこくらぶ―
時 8月5日（月）11:00～
絵本の読み聞かせやふれあいあそび他
■テーマ図書の展示と貸出
7月　一般書「暑さ対策」　児童「おひさま」
8月　一般書「平和」「山に登ろう！！」　児童「うみ」

移動図書館（☎801-4196）
■「こじか号」巡回
7月22日（月）
10:00～10:50�場西野山分譲集会所前
11:10～11:40�場山階南小学校
13:00～13:40�場陵ヶ岡小学校
７月24日（水）
10:00～10:40�場大塚小学校
11:00～11:40�場大宅小学校

　行政相談委員（山科区担当）の鹿田治男
氏は、住民の皆様の行政サービスに関す
る相談相手として、これまで活動をされて
きました。この度、長年の活動の功績を認
められ、公益社団法人全国行政相談委員
連合協議会会長表彰を受賞されました。
問合せ 区まちづくり推進担当（☎５９２-３０８８）

行政相談委員の功績が認められる

●　相　談　●

令和元年 夏の交通事故防止市民運動
運動期間 ７月21日（日）～７月31日（水）

◦子供と高齢者の交通事故防止
◦スマホ利用等のながら運転の根絶
◦自転車の安全利用の推進
◦飲酒運転の根絶

重点事項

令和の夏 こころあらたに 事故防止

（３）　令和元年７月15日　　第28３号　　 市　民　し　ん　ぶ　ん　山科区版 総人口／�134,374人
　男性／� 63,558人
　女性／� 70,816人

世帯数／62,191世帯
令和元年6月1日現在
（山科区推計人口）
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